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平成２７年度 第１回志摩市総合教育会議 議事録 

１ 日  時 平成２７年６月１９日（金）  開会10時30分  閉会11時20分 

２ 会  場 志摩市役所５階 庁議室 

３ 出席者  志 摩 市 長   大口 秀和 

志摩市教育委員会 

       教育委員長   竹内 壽治 

教 育 長   前田 藤彦 

委      員     森 かお子 

委      員     中井 一隆 

委   員   人見 千晴 

（事務局関係） 

企画部長                           川口  富弥 

企画政策課長                         下村  卓也 

企画政策課課長補佐兼政策調整係長     中野 浩一 

企画政策課主事                       山本 陽平 

教育委員会事務局 教 育 部 長      川面 仁志 

教育委員会事務局 教育総務課長     森下 成裕 

教育委員会事務局 学校人権教育課長   中井 一則 

教育委員会事務局 学校人権教育課副参事 寺本 一夫 

教育委員会事務局生涯学習スポーツ課長  山路 正明 

教育委員会事務局食育課長              中野 一郎 

教育総務課長補佐兼総務係長            西井 清弘 

教育総務課総務係主事                  石神 千恵 

 

４ 協議事項  

（１）志摩市総合教育会議設置要綱について 

（２）志摩市教育大綱について 

５ 議事の大要 

○開 会 

○志摩市長あいさつ 

○「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」の概要

説明 

○協議事項 
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司会 

(企画政策課課長補佐) 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 

(企画政策課課長補佐) 

 

 

 

事務局 

（企画政策課長） 

 

司会 

(企画政策課課長補佐) 

 

委員の意見質疑等 

 

 

 

事務局 

（企画政策課長） 

 

 

○開会 

おはようございます。ご案内差し上げた時間よりも少々早いです

が皆さん全員揃われましたので、ただ今から第１回の志摩市総合教

育会議を開催いたします。 

まず、大口市長の挨拶をよろしくお願い致します。 

 

○志摩市長あいさつ 

皆様、こんにちは。 

教育委員の皆様には、このお忙しいなか、ご出席いただきまして

ありがとうございます。 

さて平成２７年４月１日から新しく教育委員会制度が代わりまし

て、新制度に基づいて総合教育会議が設置されることになったわけ

であり、本日は、第１回目の総合教育会議を開催させていただきま

した。 

今日はその中で会議の設置要綱、志摩市教育大綱【第Ⅰ期】など

を、協議していただきたいと思いますが本会議は、首長が開催する

ということでありますので、私の方で主催をさせていただきました。 

今後皆さんといろいろと議論を交わしながら、志摩市の教育の方

向性をしっかりと導き出して教育の向上に努めてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願い申しあげて簡単ではありますが挨

拶とさせていただきます。今日はよろしくお願い致します。 

 

皆様方のお手元にご用意をいたしました事項書ですが、本日は第

１回目の会議でございますので議題３（１）志摩市総合教育会議設

置要綱（案）から入りたいと思います。事務局から説明をいたしま

す。 

 

（資料に基づき説明） 

 

 

ただ今の説明の要綱案につきまして何かご質問等ございますか。 

 

 

第７条に議事録の規程がありますが、公表においては、全文記録

の公表とするのか概要記録での公表とするのか、どちらでしょう 

か。 

 

ホームページ上でも公表いたしますが総合教育会議の議事録は、概

要版での公表でよろしいかと存じます。 

 

 

議 事 の 大 要 
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委員の意見質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（企画政策課長） 

 

 

 

 

 

 

司会 

(企画政策課課長補佐) 

 

委員の意見質疑等 

 

司会 

(企画政策課課長補佐) 

 

 

委員全員 

 

司会 

(企画政策課課長補佐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

教育委員会の場合には、教育委員会会議規則に会議録の規程があ

り、そのなかで議事の概要とするということが謳われています。 

他の自治体のホームページにアップされている内容を見ると本当

に一字一句丁寧にやってみえる自治体や概要版での公表をしている

自治体もあり、それぞれ独自性があるなあと感じているところです

が志摩市においては、私も事務局の提案の通り概要版での公表でい

いのではないかと思います。 

 

公表は概要版での公表を考えておりますので、第７条の条文に修

正を加えさせていただくことにします。 

では、この第７条について原案に『概要について』の６字を追加

し「市長は会議終了後、遅滞なくその概要について議事録を作成し」

と修正加筆させていただいてよろしいでしょうか。 

委員の皆さまから、ご承諾いただきましたらそのように進めてい

きたいと思います。 

 

他にご質問ございますか。 

 

 

・・・意見なし・・・ 

 

意見ございませんので、要綱第７条は訂正をすると承諾いただき、

またその他の内容については承認するということでよろしいでしょ

うか。 

 

・・・はい・・・ 

 

それでは承認とお認めいただきましたので、（案）を消していただ

き、引き続いて会議の運営をしたいと思います。 

事項書２の事項に進みます。先ほどの要綱の第４条にありますよ

うに、ここからは市長が議長をしていただくことになります。また

第６条、第７条に記載されていますように原則公開、そして議事録

も作成するということでございますのでご了承いただきたいと存じ

ます。それでは市長、ここからの進行をよろしくお願いいたします。 

 

○「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法

律」の説明 

 

要綱に基づきまして議長を務めさせていただきますので、ご協力

のほどよろしくお願いします。まず２の地方教育行政の組織及び運
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事務局（教育委員会事

務局教育総務課課長補

佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

委員の意見質疑等 

 

議長（市長） 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

事務局（教育委員会事

務局教育総務課課長） 

 

 

 

営に関する法律の一部を改正する法律について協議をさせていただ

きたいと思います。事務局での説明を求めます。 

 

本日の協議ですが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律の概要について資料を見ながら説明を申し上げ

たいと思います。 

冒頭市長からの挨拶の中でもございましたように、この一部改正

に伴う法律は、平成２７年の４月１日に施行されております。そも

そもこの地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、昭和３１年

に公布されており、時代の変遷とともに一部改正がされてきており、

今回の改正で４０本目の改正となります。 

今回の改正により総合教育会議が位置づけられましたので、今後

の会議を円滑に進めていくためにも改めて概要を説明させていただ

きたいと思っております。 

この地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正でございま

すが、この改正は教育の政治的中立性に関すること、継続性に関す

ること、安定性を確保しつつ地方教育行政における責任体制を明確

にすること、迅速な危機管理体制を構築をしていくこと、地方公共

団体の長と教育委員会との連携の強化を諮ること、地方に対する国

の関与の見直しを諮っていくこと等々、制度の抜本的な改革がこの

改正によって行われてきているところであります。 

 

（資料に基づき説明） 

 

ただ今の概要説明について意見等があればお願いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

・・・意見なし・・・ 

 

意見質疑なしと認め、次の事項に進めてまいります。 

 

○協議事項 

 

議題の３、それでは（２）の志摩市教育大綱【Ⅰ期】（案）につい

て事務局から説明をお願い致します。 

 

志摩市教育大綱【第Ⅰ期】（案）をご覧ください。教育大綱につきま

しては、今回の教育委員会制度の改正におきまして市長が教育の目

標や政策の根本的な方針を教育基本法１７条に規定する基本的な方

針を参酌して定めることになっていることから、市長と教育委員会

が協議し、志摩市教育大綱【第Ⅰ期】を提案させていただきました。
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議長（市長） 

 

 

委員の意見質疑等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（市長） 

 

 

 

 

委員の意見質疑等 

 

議長（市長） 

 

 

 

司会 

(企画政策課課長補佐) 

 

委員の意見等 

志摩市におきましては、目指す志摩市の教育の姿を明らかにするも

のとして、平成１８年度に志摩市教育振興ビジョンを策定し、平成

１９年度から前期と後期に分け、１０年間の計画のもと様々な取り

組みを行ってきました。この１０年間の取り組みを検証しながら、

これからの志摩市の教育の進むべき方向を定めるため、志摩市教育

大綱を策定することとしました。志摩市におきましては、先の教育

振興ビジョンで謳っております基本理念は変えることのできない大

切なものと捉え、引き続き次の４点を基本目標とします。 

 

（資料に基づき説明） 

 

ただいまの志摩市教育大綱【Ⅰ期】について意見等があれば、お

願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

文部科学省が出しておりますパンフレットの裏側のＱＡの６番

目にありますように、大綱は５年程度で見直していくということに

なりますので、５年ごとにⅠ期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期と進めていくの

が適当と考えます。 

また地方公共団体において教育振興基本計画を定めている場合

には、教育大綱に位置付けることができると示されておりますので

教育委員会で策定をしている教育振興ビジョン（教育振興基本計

画）を教育大綱に位置付け、計画期間のⅠ期を平成２７年度から３

１年度までの５年間としていけばよいと考えております。 

この大綱を基にそれを具現化するため教育推進計画を今年中に

策定していきたいと考えておりますがいかがでしょうか。 

 

ありがとうございます。 

そのように進めていただき、策定するなかで相談すべき事柄があ

ればその都度相談していただければ良いかと思います。 

他に何かございませんか。 

 

・・・意見なし・・・ 

 

意見質疑なしと認めます。本日ご協議願いたい事項は以上でござ

いますのでこれで終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 

はい、それでは事項書最後のその他について、委員の皆さまから何

かご意見等があればお願いしたいと思います。 

 

教育委員会でも協議をしておりますが、子育て支援法の施行に伴
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市長 

 

 

 

 

 

事務局（教育委員会事

務局教育部長） 

 

委員（教育長） 

 

市長 

 

 

委員からの意見等 

 

委員からの意見等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

委員からの意見等 

 

い幼稚園での３歳児の受入れについてですが、幼稚園は学校教育法

にも位置づけされており、３歳児からの幼稚園教育の大切さを常々

感じ、またその必要性を強く求めてきました。 

幼児の発達とか３歳児の発達を考えますと、やはり集団生活のな

かで受けられる時間は限られており、４時間あたりが適当と考えま

すものの、集団生活のなかで遊びながら友達との関わりを深めるこ

とが大事であると思っていますので３歳児の幼稚園教育というのは

非常に有意義なことと思います。 

 

これについては、この度の６月議会においてもご指摘を受けたと

ころであります。現時点ではひのでが丘保育所に特別枠として幼稚

園機能をもたせた３歳児の幼稚園教育を試行しているが、次年度に

向けて受入れをしていくことを表明させてもらったところです。 

ご意見ありがとうございました。 

 

市長の指示のもとに、受入れをおこなっていきます。 

 

 

補足しますが、募集を鵜方幼稚園でおこなっていきます。 

 

やらせていただきます。 

人事拡大という形で考えます。 

 

はい、よろしくお願いします。 

 

子どもたちは義務教育以降、長い間、英語を勉強するわけですが

社会に出て英語を使おうと思っても実践として使えないという保護

者からの声が多く、どうにか少しでも外国の方とコミュニケーショ

ンの取れる、また話しをすることをコンプレックスに感じずにフラ

ンクに会話ができるようにはならないものかという意見がありま

す。先ほどからの幼稚園教育と重なりますが、サミット開催や国際

化に沸く志摩市において幼稚園に通い始める小さいうちからＡＬＴ

の方々とふれあう時間を数多くもつなど実践に役立つ英会話の取り

組みをぜひ検討いただきたいと思っています。 

 

委員のご意見は、私も感じるところがあります。 

どこかの幼稚園をモデル園にしながら普及させる取り組みを進め

る必要があるように思います。 

 

モデル園といわずに全体でお願いします。 
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市長 

 

 

委員からの意見等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長 

 

委員からの意見等 

 

 

 

 

市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員（教育長） 

 

 

 

 

 

 

できればそうしたいところですが、まずは、一つから行動を始め、

状況を確認分析しながら進める必要があると思います。 

 

合併以前は、ＡＬＴさんが町別におられました。 

学校に配置されるＡＬＴさんが幼稚園の方に来ていただく機会が

たくさんありました。 

やはりいろんな人とのコミュニケーションはすごく大切と感じた

記憶があります。 

成長の発達から考えますと、やはり３歳児、４歳児のうちから、

いろんな人と触れ合う機会、それからいろんな言葉を感じられる機

会は、子どもたちにとって非常に有意義です。 

生の英語を聞いて、ふれあうことによって、いろんな人がいると

いうことを体験し、学ぶという取り組みが大事かと思いますので、

そういう機会は是非つくっていただきたいと思います。 

志摩市になってからはＡＬＴの方も巡回する範囲が広くなり空き

時間は無いかもしれませんが、機会を捉えできうる限りのなかでそ

ういった調整をお願いしたいと思います。 

 

わかりました。前向きにしっかり考えます。 

 

先ほどの幼稚園でのモデル校のお話しですが、鵜方だけじゃなく

て大王も志摩も浜島も磯部もお願いしたいと思っています。１校で

は、どうしてもひとつの町に偏ります。どの保護者も子どもを思う

気持ちは同じですので、ぜひ検討をお願いします。 

 

３年前にＩＭＣの国際会議がありました。そのときに英会話が必

要となりましたので市内で探しましたが志摩市内には英会話が堪能

な方が少なく、やむなく志摩市出身の方々を日本全国で募集し、十

数人もの方に来ていただいたことがありました。やはり地元で探す

ことができない辛い経験もいたしましたのでそのご意見を踏まえそ

ういった工夫もしてみます。 

他にご意見はございますか。 

 

 

先ほど事務局から総合教育会議の開催回数の説明がありました

が、今後、子どもに関わる重大なことが起こりそう、あるいは起こ

った時にはいつといわず緊急に会議を開催することとして、定期的

には年度初めに全ての部課が一年間の計画を市長と協議する機会が

ありますが、教育委員会だけ特別に総合教育会議として位置づけて

いただき開催してはどうかと考えております。一年間のスケジュー

ル等も教育委員さん方にも市長にも知ってもらう良い機会になると
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市長 

 

 

 

委員からの意見等 

 

司会 

(企画政策課課長補佐) 

 

委員全員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思っています。後は、予算編成の段階で教育委員会としての考えも

市長と共有できると思っていますので９月の末あたりに１回程度と

年間２回は基本的に開催いただきたいと思っておりますのでご検討

ください。 

 

最低二回の開催ですね、はい、約束いたします。 

他にご意見はございませんでしょうか。いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

 

・・・意見なし・・・ 

 

それでは以上で、第一回総合教育会議を閉会させていただきます。

本日は、どうもありがとうございました。 

 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

本日の会議を記録し、署名する。 

 

 

 

  志 摩 市 長 

 

 

 


